
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年６月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年９月２６日 １２時５３分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸港 

八戸港河原木西防波堤灯台から真方位１９５°１,０３０ｍ付近 

 （概位 北緯４０°３１.７′ 東経１４１°３１.０′） 

事故の概要 旅客船新井田
に い だ

丸は、東進中、また、漁船南海
なんかい

丸は、右転しながら離

岸中、両船が衝突した。 

新井田丸は、旅客１人が負傷し、客室に圧壊を生じ、南海丸は、左

舷船首部の手すり等に曲損を生じた。 

事故調査の経過  令和３年１２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客船 新井田丸 １９トン 

   ２３５−３１３５３青森、ブルーカンパニー株式会社（船舶所有

者） 

   １１.９５ｍ（Lr）×４.７１ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１７.７０kＷ、平成６年４月 

Ｂ 漁船 南海丸、４.８トン 

   ＡＭ３−２１０９７（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.１５ｍ（Lr）×３.１３ｍ×０.９９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６７.８０kＷ、平成１０年３月１１日 

 第２１２－９６５５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７２歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２０年４月１０日 

免許証交付日 令和２年１０月６日 

         （令和７年１０月５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２２年４月１９日 

免許証交付日 令和３年４月６日 

         （令和８年１１月２３日まで有効）  
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 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（旅客） 
Ｂ なし 

 損傷 Ａ 客室右舷前部に圧壊 

Ｂ 左舷船首部の手すり等に曲損 
 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ５、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ低潮期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、旅客２０人を乗せ、八戸港遊

覧の目的で令和３年９月２６日１１時００分ごろ、新井田川河口から

約６００ｍ上流の第一橋梁右岸基部川下側付近の定係地を出航した。 

 船長Ａは、港奥で反転後、定係地に向けて可航幅約１７０ｍ～２４０

ｍの水路を右舷方の岸壁から約３０ｍ離して右側航行し、約２ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で岸壁に沿って東進中、右舷

船首方に、東南東方から西北西方に延びる八戸第二魚市場岸壁に船首

を西北西方に向けて着岸直後のＢ船を、左舷船首方に、八戸大橋方か

ら八戸第二魚市場岸壁に向け入航中の漁船をそれぞれ認めた。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船の着岸を確認後、しばらくは、水揚げで離

岸することはないと思い、入航中の漁船の動静のみに意識を向けて東

進を続けていたところ、右舷船首直近に離岸中のＢ船を認めたが、ど

うすることもできず、１２時５３分ごろ右舷船首部とＢ船の船首部と

が衝突した。 

 Ａ船は、旅客１人が切創等を負い、客室右舷前部が圧壊した。 

 Ａ船は、自力で航行して定係地に向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１２時３５分ごろ、水揚げの目

的で、八戸第二魚市場に向けて新井田川の定係地を出航した。 

 Ｂ船は、１２時４０分ごろ、八戸第二魚市場岸壁に入船左舷着けで

着岸して水揚げを開始した。 

 船長Ｂは、１２時５０分ごろ、水揚げを終え、操舵室を一周して八

戸大橋方から入航中の漁船を確認後、寄せ風が強かったので、左舷船

尾から係留索をとり、後部甲板の左舷側で遠隔操縦装置により機関を

後進にかけて船首を風上に向け、操舵室右舷側の甲板上に移動した

後、定係地に向けて右転しながら離岸した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、約４kn の速力で右転しながら離岸した直後、左

舷船首部のブルワーク付近にＡ船の客室の屋根が見え、すぐに機関を

後進にかけたものの、後進がかかることなく、Ａ船と衝突した。 

Ｂ船は、左舷船首部の手すり等に曲損が生じた。 

 Ｂ船は、自力で航行して定係地に向かった。 

Ａ船の船舶所有者及び船長Ｂは、２７日に海上保安庁に出向き、本

事故の発生を報告した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船の全景、写真２ Ａ船

の損傷状況、写真３ Ａ船の修理後の状況、写真４ Ｂ船の全景、
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写真５ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 

 

 Ｂ船の遠隔操縦装置のケーブルは、長さが約１６ｍであり、操舵室

右舷側にある出入口から延ばされ、Ｂ船上のどこでも操船が可能で 

あった。 

 船長Ｂは、Ｂ船の操舵室が上甲板より一段高く、寄せ風が強いなか

船首を風上に向けた後に操舵室内に入るのを手間取ると、離岸をス 

ムーズに行うことができないこと、また、入航中の漁船の存在もあっ

たので、操舵室右舷側の上甲板上で離岸操船を行った。 

 船長Ｂは、離岸前に、眼高の高い船首部、また、両舷に移動できる

前部甲板上で操船すれば、事前に左舷船首方から接近するＡ船に気付

くことができたと本事故後に思った。 

 Ｂ船が着岸していた八戸第二魚市場前面岸壁からＡ船が反転してき

た湾奥へ続く岸壁法線は、更に西方へ屈曲していた。 

 八戸第二魚市場前面岸壁上面、Ａ船の客室の屋根、Ｂ船船首部のブ

ルワーク及び船長Ｂの眼高は、海面からほぼ同じ高さであった。 

（写真６ 船長Ｂの操船位置、写真７ Ｂ船の正面、写真８ 船長Ｂ

の眼高からの船首死角 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり Ｂ あり 

Ａ なし Ｂ なし 

Ａ なし Ｂ なし 

 Ａ船は、八戸港において東進中、船長Ａが、左舷船首方から入航中

の漁船の動静のみに意識を向けて航行を続けたことから、右舷船首方

から離岸してきたＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

Ｂ船は、八戸港において、右転しながら離岸中、船長Ｂが、眼高の

低い操舵室右舷側甲板上で操船して左舷船首方に死角が生じていたこ

とから、東進中のＡ船に気付くのが遅れ、左舷船首部のブルワーク付

近にＡ船の客室の屋根が見え、すぐに機関を後進にかけたものの、後

進がかかることなく、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、八戸港において、Ａ船が東進中、Ｂ船が右転しながら離

岸中、船長Ａが左舷船首方から入航中の漁船の動静のみに意識を向け

て航行を続けたため、また、船長Ｂが眼高の低い操舵室右舷側の上甲

板上で操船して左舷船首方に死角が生じていたため、両船長が互いに

相手船の存在に気付くのが遅れて両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、特定の物標等のみに意識を向けず操船を行うこ

と。 

・船長は、航行中、死角が生じず、全周が確認できる場所で適切な
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見張り及び操船を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

  

事故発生場所 

（令和３年９月２６日 

１２時５３分ごろ発生） 

八戸港河原木 

西防波堤灯台 

八戸第二魚市場 

船長ＡがＢ船初認時の 

Ａ船の位置 

船長ＡがＢ船初認時の

入航中の漁船の位置 

船長ＡがＢ船初認時の 

Ｂ船の位置 

八戸大橋 

衝突状況図 

※ 青線：事故当日のＡ船の遊覧コース 

Ｂ船の定係地 

青森県 

八戸市 

八戸港 

Ａ船の定係地 
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写真１ Ａ船の全景 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 

 
 

 

写真３ Ａ船の修理後の状況 

※ 新木材部分が修理箇所 
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写真４ Ｂ船の全景 

 

 

 

写真５ Ｂ船の損傷状況 
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 写真６ 船長Ｂの操船位置 写真７ Ｂ船の正面 

        

            

 

写真８ 船長Ｂの眼高からの船首死角 

 

旋回窓 


